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＜受信障害対策共聴施設＞

建築物による受信障害（ビル陰により電波が遮られたり、反射による２重映り（ゴースト）が発生するケース）を解消するため、

ビル建築当時、ビル管理者が共同アンテナによる共聴施設を整備し、各受信障害世帯が加入。

デジタル波

アナログ波
反射波

一部エリアは障害が残り、
施設改修等が必要

地上デジタル放送では、受信障害は大幅に改善することから、大半の施設が廃止されることとなる。

→ ①利用者側の個別受信移行（ｱﾝﾃﾅ設置、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ加入等）を促進するための周知・働きかけを強化

→ ②障害が解消しない施設は、助成金、コンサル等により支援

大半のエリアは、
受信障害が解消される

施設数 対応済み（％）※ 未対応（％）

中国管内 ５，３７０ ４，９４８(92.1%） ４２２（7.9%）

鳥取県 ２３６ ２３４（99.2%） ２（0.8%）

島根県 ２０８ １９５（93.8%） １３（6.2%）

岡山県 １，２３４ １，１６８（94.7%） ６６（5.3%）

広島県 ２，８５１ ２，５４４（89.2%） ３０７（10.8%）

山口県 ８４１ ８０７（96.0%） ３４（4.0%）

（参考）全国 ６８，２５３ ４７，８９４（70.2%） ２０，３５９（29.8%）

中国管内：平成２２年１２月１５日現在
全国：平成２２年９月末現在

※「対応済み」とは、以下のいずれかにより地デ
ジ対応が終了した施設
①デジタル化改修済み（もとよりサイマル放送の
場合を含む）
②施設廃止・個別受信移行について施設管理者
等より利用者に周知済み
③ケーブルテレビ移行等により廃止済み


